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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

 目次 目次  

目次 （略） 

第十三章 その他 

第一節 水防訓練 

第二節 水防管理団体の水防計画の基準と指導方針 

（追加） 

（略） 

 

（略） 

第十三章 その他 

第一節 水防訓練 

第二節 水防管理団体の水防計画の基準と指導方針 

第三節 水防協力団体 

（略） 

 

 第二章 水防組織 第二章 水防組織  

 第二節 水防管理団体 第二節 水防管理団体  

14 表１ 指定水防管理団体 

指定水防 
 

管理団体名 
管 轄 区 域 

水  防  区  域 水  防 
（消 防） 
団 員 数 
（名：現員） 

所 管 
建 設 
事務所 

堤 防 延 長 水こう門 
（箇所） 

河川（ｍ） 海岸（ｍ） ため池（ｍ） 計（ｍ） 
名古屋市 名古屋市の全域   392,638 264,000 770 657,408 116 5,100 尾張 
春日井市 春日井市の全域   136,460 0 6,239 142,699 9 154 尾張 

豊明市 豊明市の全域   26,426 0 4,513 30,939 0 164 尾張 

清須市 清須市の全域   25,123 0 0 25,123 31 260 尾張 

北名古屋市 北名古屋市の全域   43,728 0 0 43,728 33 210 尾張 

豊山町 豊山町の全域   11,680 0 0 11,680 0 85 尾張 

尾張水害 
予防組合 

一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、
岩倉市、丹羽郡の全域 

442,800 0 9,300 452,100 142 1,388 一宮 

海部地区 
水防事務 
組合 

津島市、愛西市、弥富市、あま市、
海部郡の一、二級河川及び弥富、飛
島海岸 

143,111 15,433 0 158,544 146 1,698 海部 

半田市 半田市の全域   35,221 13,788 4,470 53,479 11 331 知多 

常滑市 常滑市の全域   29,980 19,800 6,282 56,062 36 129 知多 

東海市 東海市の全域   45,680 10,600 3,007 59,287 12 177 知多 

大府市 大府市の全域   88,908 0 6,886 95,794 7 153 知多 

知多市 知多市の全域   72,498 9,140 3,793 85,431 3 128 知多 

東浦町 東浦町の全域   47,600 5,000 3,752 56,352 21 221 知多 

美浜町 美浜町の全域   43,520 12,610 4,832 60,962 43 209 知多 

武豊町 武豊町の全域   32,000 11,260 2,700 45,960 22 170 知多 

岡崎市 岡崎市の全域   91,092 0 2,921 94,013 6 1,479 西三河 

西尾市 西尾市の全域   236,600 49,131 3,798 289,529 190 519 西三河 

碧南市 碧南市の全域   50,848 5,800 0 56,648 75 171 知立 

刈谷市 刈谷市の全域   113,647 2,963 2,583 119,193 62 351 知立 

安城市 安城市の全域   131,792 0 0 131,792 0 495 知立 

知立市 知立市の全域   42,500 0 194 42,694 0 172 知立 

高浜市 高浜市の全域   15,968 8,973 0 25,104 28 83 知立 

豊田市 豊田市の全域   1,082,949 0 13,415 1,096,364 47 1,942 豊田加茂 

表１ 指定水防管理団体 

指定水防 
 

管理団体名 
管 轄 区 域 

水  防  区  域 水  防 
（消 防） 
団 員 数 
（名：現員） 

所 管 
建 設 
事務所 

堤 防 延 長 水こう門 
（箇所） 

河川（ｍ） 海岸（ｍ） ため池（ｍ） 計（ｍ） 
名古屋市 名古屋市の全域   392,638 264,000 490 657,128 114 5,000 尾張 
春日井市 春日井市の全域   136,460 0 6,239 142,699 9 144 尾張 

豊明市 豊明市の全域   26,426 0 4,513 30,939 0 144 尾張 

清須市 清須市の全域   25,123 0 0 25,123 31 260 尾張 

北名古屋市 北名古屋市の全域   43,728 0 0 43,728 33 143 尾張 

豊山町 豊山町の全域   11,680 0 0 11,680 0 85 尾張 

尾張水害 
予防組合 

一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、
岩倉市、丹羽郡の全域 

442,800 0 9,300 452,100 142 1,388 一宮 

海部地区 
水防事務 
組合 

津島市、愛西市、弥富市、あま市、
海部郡の一、二級河川及び弥富、飛
島海岸 

143,111 15,433 0 158,544 146 1,778 海部 

半田市 半田市の全域   35,221 13,788 4,470 53,479 11 329 知多 

常滑市 常滑市の全域   29,980 19,800 6,282 56,062 36 99 知多 

東海市 東海市の全域   45,680 10,600 3,007 59,287 12 177 知多 

大府市 大府市の全域   88,908 0 6,886 95,794 7 153 知多 

知多市 知多市の全域   72,498 9,140 3,793 85,431 3 128 知多 

東浦町 東浦町の全域   47,600 5,000 3,752 56,352 21 221 知多 

美浜町 美浜町の全域   43,560 12,610 4,527 60,697 43 214 知多 

武豊町 武豊町の全域   32,000 11,260 2,700 45,960 22 170 知多 

岡崎市 岡崎市の全域   91,092 0 2,921 94,013 6 1,470 西三河 

西尾市 西尾市の全域   236,600 49,131 3,798 289,529 191 519 西三河 

碧南市 碧南市の全域   50,848 5,800 0 56,648 75 160 知立 

刈谷市 刈谷市の全域   113,647 2,963 2,583 119,193 62 351 知立 

安城市 安城市の全域   131,792 0 0 131,792 0 495 知立 

知立市 知立市の全域   42,500 0 194 42,694 0 172 知立 

高浜市 高浜市の全域   15,968 8,973 0 24,941 28 83 知立 

豊田市 豊田市の全域   1,082,949 0 13,317 1,096,266 47 1,878 豊田加茂 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 
みよし市 みよし市の全域   45,010 0 4,553 49,563 3 262 豊田加茂 

豊橋市 豊橋市の全域   237,833 32,700 16,247 286,780 184 1,248 東三河 

豊川市 豊川市の全域   238,990 4,100 4,362 247,452 41 631 東三河 

蒲郡市 蒲郡市の全域   118,052 28,598 2,823 149,473 51 362 東三河 

田原市 田原市の全域   165,570 84,400 14,463 264,433 51 730 東三河 

合計 29 団体 4,188,224 578,296 121,903 4,888,586 1,370 19,022   
 

みよし市 みよし市の全域   45,010 0 4,553 49,563 3 296 豊田加茂 

豊橋市 豊橋市の全域   237,833 32,700 16,247 286,780 184 1,044 東三河 

豊川市 豊川市の全域   238,990 4,100 4,362 247,452 41 631 東三河 

蒲郡市 蒲郡市の全域   118,052 28,598 2,823 149,473 51 362 東三河 

田原市 田原市の全域   165,570 84,400 14,463 264,433 51 682 東三河 

合計 29 団体 4,188,264 578,296 121,220 4,887,780 1,369 18,576   
 

15 表２ 非指定水防管理団体 

非指定水防 
管理団体名 管轄区域 

水  防  区  域 水 防 
（消防） 
団員数 

（名：現員） 

所 管 
建 設 
事務所 

堤 防 延 長 水こう門 
（箇所） 

河川（ｍ） 海岸（ｍ） ため池（ｍ） 計（ｍ） 
瀬戸市 瀬戸市の全域   224,240 0 1,197 225,437 3 245 尾張 
小牧市 小牧市の全域   28,430 0 5,300 33,730 32 139 尾張 

尾張旭市 尾張旭市の全域   22,180 0 1,668 23,848 0 128 尾張 

日進市 日進市の全域   45,900 0 6,059 51,959 3 239 尾張 

長久手市 長久手市の全域   50,950 0 2,640 53,590 1 120 尾張 

東郷町 東郷町の全域   24,800 0 3,876 28,676 0 79 尾張 

津島市 
海部地区水防事務組合の管轄区域
を除く区域 

600 0 0 600 0 225 海部 

愛西市 同上   22,754 0 0 22,754 3 374 海部 

弥富市 同上   12,000 0 0 12,000 6 285 海部 

あま市 同上   16,242 0 0 16,242 15 302 海部 

大治町 同上   3,850 0 0 3,850 14 243 海部 

蟹江町 同上   1,200 0 0 1,200 24 197 海部 

飛島村 同上   8,885 0 0 8,885 5 139 海部 

阿久比町 阿久比町の全域   45,590 0 3,110 48,700 2 69 知多 

南知多町 南知多町の全域   38,659 34,318 3,950 76,927 23 346 知多 

幸田町 幸田町の全域   213,237 0 5,255 218,492 19 147 西三河 

新城市 新城市の全域   517,702 0 4,681 522,383 5 792 新城設楽 

設楽町 設楽町の全域   102,824 0 0 102,824 2 275 新城設楽 

東栄町 東栄町の全域   127,010 0 0 127,010 1 175 新城設楽 

豊根村 豊根村の全域   202,064 0 0 202,064 0 73 新城設楽 

合計 20 団体 1,709,117 34,318 37,736 1,781,171 158 4,592   
 

表２ 非指定水防管理団体 

非指定水防 
管理団体名 管轄区域 

水  防  区  域 水 防 
（消防） 
団員数 

（名：現員） 

所 管 
建 設 
事務所 

堤 防 延 長 水こう門 
（箇所） 

河川（ｍ） 海岸（ｍ） ため池（ｍ） 計（ｍ） 
瀬戸市 瀬戸市の全域   X  0 1,197 225,437 3 242 尾張 
小牧市 小牧市の全域   28,430 0 5,300 33,730 32 139 尾張 

尾張旭市 尾張旭市の全域   22,180 0 1,668 23,848 0 122 尾張 

日進市 日進市の全域   45,900 0 6,059 51,959 3 239 尾張 

長久手市 長久手市の全域   50,950 0 2,640 53,590 1 117 尾張 

東郷町 東郷町の全域   24,800 0 3,876 28,676 0 75 尾張 

津島市 
海部地区水防事務組合の管轄区域
を除く区域 

600 0 0 600 0 212 海部 

愛西市 同上   22,754 0 0 22,754 3 385 海部 

弥富市 同上   12,000 0 0 12,000 6 300 海部 

あま市 同上   16,242 0 0 16,242 15 302 海部 

大治町 同上   3,850 0 0 3,850 14 243 海部 

蟹江町 同上   1,200 0 0 1,200 24 197 海部 

飛島村 同上   8,885 0 0 8,885 5 139 海部 

阿久比町 阿久比町の全域   45,590 0 3,110 48,700 2 68 知多 

南知多町 南知多町の全域   38,659 34,318 3,950 76,927 23 335 知多 

幸田町 幸田町の全域   213,237 0 5,255 218,492 19 147 西三河 

新城市 新城市の全域   517,702 0 4,681 522,383 5 694 新城設楽 

設楽町 設楽町の全域   102,824 0 0 102,824 2 275 新城設楽 

東栄町 東栄町の全域   127,010 0 0 127,010 1 175 新城設楽 

豊根村 豊根村の全域   202,064 0 0 202,064 0 66 新城設楽 

合計 20 団体 1,709,117 34,318 37,736 1,781,171 158 4,472   

  

 

 

 第五章 重要水防箇所 第五章 重要水防箇所  

 第一節 重要水防箇所 第一節 重要水防箇所  

31 ５ 重要水防箇所表 

（１）河川海岸（国土交通省管理区間） 

（略） 

（２）河川海岸（県管理区間） 

（略） 

（３）河川海岸（市町村等管理区間） 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

（略） 

（４）ため池 

（略） 

（５）堤外（堤防の川側）民有地 

（略） 

※本案においては、上記の表は省略し、下記の集計表に代える。 

 
2025 年度 2024 年度 

前年度から 

削 除 

今年度新たに 

追 加 

差し引き 

増減 

箇所 

(数) 

延長 

(km) 

箇所 

(数) 

延長 

(km) 

箇所 

(数) 

延長 

(km) 

箇所 

(数) 

延長 

(km) 

箇所 

(数) 

延長 

(km) 

河 

 

川 

 

国 707 400 712 403 ７ ８ ２ ５ ▲５ ▲３ 

県 240 87 245 89 ５ ２ ０ ０ ▲５ ▲２ 

市町村 130 78 128 79 ０ １ ２ ０ ２ ▲１ 

小 計 1,077 565 1,085 571 12 11 ４ ５ ▲８ ▲６ 

海 岸 16 14 16 14 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

ため池 484 45 502 46 19 ２ １ １ ▲18 ▲１ 

合 計 1,577 624 1,603 631 31 13 ５ ６ ▲26 ▲７ 

  

   

 第二節 重要工作物 第二節 重要工作物  

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 重要工作物表 

（略） 

※本案においては、重要工作物の個別表は省略し、下記の集計表に代える。 

建設事務所名 尾張 一宮 海部 知多 西三河 知立 
豊田 

加茂 

新城 

設楽 
東三河 合計 

2024 年度 

箇所数 
376 142 127 273 286 173 54 7 395 1,833 

2025 年度 

箇所数 
376 141 125 273 287 173 54 7 395 1,831 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

 第六章 水防に関連する予報・警報 第六章 水防に関連する予報・警報  

 第一節 水防に関連する予報･警報の種類と発表基準 第一節 水防に関連する予報･警報の種類と発表基準  

 

 

 

 

132 

 

２ 津波警報等の種類・内容等（気象庁発表） 

（略） 

(２) 津波情報 

（略） 

津波情報の種類と発表内容 

 種類 内容 

津
波
情
報 

（略） 

 

 

（略） 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

（略） 

２ 津波警報等の種類・内容等（気象庁発表） 

（略） 

(２) 津波情報 

（略） 

津波情報の種類と発表内容 

 種類 内容 

津
波
情
報 

（略） 

 

 

（略） 

（削除） （削除） 

（略） 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表１）大雨警報基準           令和５年６月８日現在 
市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

知多地域 

半田市 20 157 

常滑市 18 143 

東海市 17 159 

大府市 22 183 

知多市 20 143 

阿久比町 17 149 

東浦町 22 182 

南知多町 21 162 

美浜町 19 160 

武豊町 19 152 

西三河南部 

岡崎市 22 165 

碧南市 23 161 

刈谷市 24 204 

安城市 25 162 

西尾市 22 159 

知立市 25 － 

高浜市 23 202 

幸田町 24 165 

西三河北西部 
豊田市西部（※1）19 141 

みよし市 18 148 

西三河北東部 豊田市東部（※2）18 159 

 （略） 

（別表１）大雨警報基準           令和６年５月 23日現在 
市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

知多地域 

半田市 20 157 

常滑市 18 143 

東海市 17 159 

大府市 22 183 

知多市 20 143 

阿久比町 17 149 

東浦町 22 182 

南知多町 21 162 

美浜町 19 160 

武豊町 19 152 

西三河南部 

岡崎市 25 165 

碧南市 23 161 

刈谷市 24 204 

安城市 25 162 

西尾市 22 159 

知立市 25 － 

高浜市 23 202 

幸田町 24 165 

西三河北西部 
豊田市西部（※1）24 141 

みよし市 18 148 

西三河北東部 豊田市東部（※2）20 159 

 （略）  
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

137 （別表２）洪水警報基準           令和５年６月８日現在 

 （略） 

  

市町村等

をまとめ

た地域 

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準（※1） 
指定河川洪水予報

による基準 

西三河南

部 

岡崎市 

広田川流域=23， 

鹿乗川流域=7.5， 

乙川流域=28.4， 

占部川流域=10.2， 

砂川流域=4.8， 

伊賀川流域=9.3 

広田川流域=（7，20.7）， 

鹿乗川流域=（7，5.1）， 

乙川流域=（17，25.5）， 

占部川流域=（7，8.5）， 

砂川流域=（19，4.3）， 

矢作川流域=（10，78.7） 

矢作川[高橋･岩

津] 

碧南市 
蜆川流域=10.5， 

長田川流域=10.4 

蜆川流域=（10，10.1）， 

長田川流域=（18，5.7） 

矢作川[岩津･米

津] 

刈谷市 
猿渡川流域=16.4， 

発抗川流域=9.3 

発抗川流域=（12，9.2）， 

境川流域=（12，24.3） 

矢作川[高橋･岩

津], 

愛知県境川水系 

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻川] 

安城市 

鹿乗川流域=12， 

西鹿乗川流域=7.5， 

猿渡川流域=13.3， 

長田川流域=10.2， 

半場川流域=6.7 

鹿乗川流域=（8，10.8）， 

西鹿乗川流域=（8，6.9） 

矢作川[高橋･岩

津･米津] 

西尾市 

矢作古川流域=5.3， 

北浜川流域=11.6， 

広田川流域=24.1， 

矢崎川流域=8.9， 

朝鮮川流域=7.2 

北浜川流域=（7，8.9）， 

矢崎川流域=（8，7.5） 

矢作川[岩津･米

津] 

知立市 猿渡川流域=11.3 
猿渡川流域=（12，10.1）， 

逢妻川流域=（12，22.1） 

矢作川[高橋･岩

津] 

愛知県境川水系 

境川･逢妻川[一ツ

木逢妻川] 

高浜市 稗田川流域=6.6 稗田川流域=（11，5.9） 
矢作川[岩津･米

津] 

幸田町 

広田川（永野）流域=22.9，

須美川流域=4.3， 

広田川(町役場付近)流域

=11.1， 

相見川流域=8.7 

須美川流域=（10，3.7）， 

広田川（町役場付近）=

（10，9.9）， 

相見川流域=（10，7.8） 

矢作川[岩津] 

（別表２）洪水警報基準           令和６年５月 23日現在 

 （略） 

市町村等

をまとめ

た地域 

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準（※1） 
指定河川洪水予報

による基準 

西三河南

部 

岡崎市 

広田川流域=23， 

鹿乗川流域=7.5， 

乙川流域=28.4， 

占部川流域=10.2， 

砂川流域=4.8， 

伊賀川流域=9.3 

広田川流域=（7，20.7），

鹿乗川流域=（7，5.1），

乙川流域=（17，25.5），

占部川流域=（7，8.5），

砂川流域=（19，4.3）， 

矢作川流域=（10，78.7）

矢作川[高橋･岩

津] 

碧南市 
蜆川流域=10.5， 

長田川流域=10.4 

蜆川流域=（10，10.1）， 

長田川流域=（18，5.7） 

矢作川[岩津･米

津] 

刈谷市 
猿渡川流域=16.4， 

発抗川流域=9.3 

発抗川流域=（12，9.2），

境川流域=（12，24.3） 

矢作川[高橋･岩

津], 

愛知県境川水系 

境川･逢妻川[泉

田･一ツ木逢妻川] 

安城市 

鹿乗川流域=12， 

西鹿乗川流域=7.5， 

猿渡川流域=13.3， 

長田川流域=10.2， 

半場川流域=6.7 

鹿乗川流域=（8，10.8），

西鹿乗川流域=（8，6.9）

矢作川[高橋･岩

津･米津] 

西尾市 

矢作古川流域=5.3， 

北浜川流域=11.6， 

広田川流域=24， 

矢崎川流域=8.9， 

朝鮮川流域=7.2 

北浜川流域=（7，8.9）， 

矢崎川流域=（8，7.5） 

矢作川[岩津･米

津] 

知立市 猿渡川流域=11.3 
猿渡川流域=（12，10.1），

逢妻川流域=（12，22.1）

矢作川[高橋･岩

津] 

愛知県境川水系 

境川･逢妻川[一ツ

木逢妻川] 

高浜市 稗田川流域=6.6 稗田川流域=（11，5.9） 
矢作川[岩津･米

津] 

幸田町 

広田川（永野）流域=22.9， 

須美川流域=4.3， 

広田川(町役場付近)流域

=11.1， 

相見川流域=8.7 

須美川流域=（10，3.7），

広田川（町役場付近）=

（10，9.9）， 

相見川流域=（10，7.8） 

矢作川[岩津] 

 

143 （別表３）大雨注意報基準          令和５年６月８日現在 
市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

（別表３）大雨注意報基準          令和６年５月 23日現在 
市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

西三河南部 

岡崎市 9 112 

碧南市 13 109 

刈谷市 15 138 

安城市 10 110 

西尾市 9 108 

知立市 16 142 

高浜市 14 137 

幸田町 13 112 

 （略） 

  

西三河南部 

岡崎市 12 112 

碧南市 13 109 

刈谷市 15 138 

安城市 10 110 

西尾市 9 108 

知立市 16 142 

高浜市 14 137 

幸田町 13 112 

 （略） 

  

144 （別表４）洪水注意報基準          令和５年６月８日現在 （別表４）洪水注意報基準          令和６年５月 23日現在  

市町村

等をま

とめた

地域 

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準（※1） 
指定河川洪水予

報による基準 

尾 張 東

部 

名古屋市 

堀川流域=20.4， 

荒子川流域=12， 

地蔵川流域=8.1， 

香流川流域=11.6， 

戸田川流域=5.7， 

山崎川流域=9， 

扇川流域=10.1 

堀川流域=（5，15.8）， 

荒子川流域=（5，11.6）， 

地蔵川流域=（5，7.7）， 

香流川流域=（5，11.6）， 

戸田川流域=（8，4.6）， 

山崎川流域=（5，8.5）， 

扇川流域=（5，10.1）， 

庄内川流域=（11，26.8）， 

新川流域=（5，20.4）， 

矢田川流域=（8，19.7）， 

天白川流域=（5，13.8）， 

日光川流域=（7，24.5） 

庄内川[志段味・

枇杷島・瀬古], 

愛知県天白川水

系 天白川[天白

川], 

愛知県日光川水

系 日光川[古

瀬], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

瀬戸市 
水野川流域=12.9， 

矢田川流域=15.2 

水野川流域=（7，12.9）， 

矢田川流域=（7，15.2）， 

庄内川流域=（7，37.4） 

庄内川[志段味] 

春日井市 

内津川流域=13.2， 

八田川流域=9.9， 

地蔵川流域=7.8 

内津川流域=（6，11.2）， 

八田川流域=（6，9.2）， 

地蔵川流域=（6，5.9）， 

庄内川流域=（8，30.2） 

庄内川[志段味] 

犬山市 

五条川流域=13.2， 

合瀬川流域=4.6， 

薬師川流域=5.3， 

郷瀬川流域=10.1 

五条川流域=（6，13.2）， 

合瀬川流域=（7，4.6）， 

薬師川流域=（7，5.3）， 

郷瀬川流域=（7，10.1）， 

木曽川流域=（9，68.6） 

木曽川中流[犬

山] 

小牧市 

大山川流域=12.2， 

合瀬川流域=8.8， 

薬師川流域=6.7 

大山川流域=（6，12.2）， 

合瀬川流域=（6，8.5）， 

薬師川流域=（6，5.7） 

－ 

尾張旭市 矢田川流域=17.6 矢田川流域=（7，17.6） － 

市町村

等をま

とめた

地域 

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準（※1） 
指定河川洪水予

報による基準 

尾 張 東

部 

名古屋市 

堀川流域=20.4， 

荒子川流域=12， 

地蔵川流域=8.2， 

香流川流域=11.6， 

戸田川流域=5.7， 

山崎川流域=9， 

扇川流域=10.1 

堀川流域=（5，15.8）， 

荒子川流域=（5，11.6）， 

地蔵川流域=（5，7.7）， 

香流川流域=（5，11.6）， 

戸田川流域=（8，4.6）， 

山崎川流域=（5，8.5）， 

扇川流域=（5，10.1）， 

庄内川流域=（11，26.8）， 

新川流域=（5，20.4）， 

矢田川流域=（8，19.7）， 

天白川流域=（5，13.8）， 

日光川流域=（7，24.5） 

庄内川[志段味・

枇杷島・瀬古], 

愛知県天白川水

系 天白川[天白

川], 

愛知県日光川水

系 日光川[古

瀬], 

愛知県庄内川水

系 新川[水場川

外水位] 

瀬戸市 
水野川流域=12.9， 

矢田川流域=15.2 

水野川流域=（7，12.9）， 

矢田川流域=（7，15.2）， 

庄内川流域=（7，37.4） 

庄内川[志段味] 

春日井市 

内津川流域=13.2， 

八田川流域=9.9， 

地蔵川流域=7.8 

内津川流域=（6，11.2）， 

八田川流域=（6，9.2）， 

地蔵川流域=（6，5.9）， 

庄内川流域=（8，30.2） 

庄内川[志段味] 

犬山市 

五条川流域=13.2， 

合瀬川流域=4.6， 

薬師川流域=5.3， 

郷瀬川流域=10.1 

五条川流域=（6，13.2）， 

合瀬川流域=（7，4.6）， 

薬師川流域=（7，5.3）， 

郷瀬川流域=（7，10.1）， 

木曽川流域=（9，68.6） 

木曽川中流[犬

山] 

小牧市 

大山川流域=12.2， 

合瀬川流域=8.8， 

薬師川流域=6.7 

大山川流域=（6，12.2）， 

合瀬川流域=（6，8.5）， 

薬師川流域=（6，5.7） 

－ 

尾張旭市 矢田川流域=17.6 矢田川流域=（7，17.6） － 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

 

豊明市 
正戸川流域=5.6， 

皆瀬川流域=5.8 

正戸川流域=（7，5.6）， 

皆瀬川流域=（7，3.8） 

愛知県境川水系 

境川・逢妻川[泉

田] 

日進市 天白川流域=7.6 天白川流域=（6，7.6） － 

長久手市 香流川流域=9.3 香流川流域=（7，9.3） － 

東郷町 境川流域=12 境川流域=（7，12） － 

（略）     

知 多 地

域 

半田市 
阿久比川流域=16.2， 

神戸川流域=9 

阿久比川流域=（8，13.8）， 

神戸川流域=（8，7.5） 

－ 

常滑市 

稲早川流域=5.6， 

矢田川流域=11.9， 

前山川流域=8 

稲早川流域=（11，4.5）， 

矢田川流域=（7，8.2）， 

前山川流域=（7，8） 

－ 

東海市 大田川流域=10.8 大田川流域=（5，10.8） 

愛知県天白川水

系 天白川[天白

川] 

大府市 

五ヶ村川流域=7.2， 

鞍流瀬川流域=9.8， 

皆瀬川流域=8.1， 

石ヶ瀬川流域=6.4 

五ヶ村川流域=（8，7.4）， 

鞍流瀬川流域=（8，9.8）， 

皆瀬川流域=（8，8.1）， 

石ヶ瀬川流域=（8，6.4） 

境川流域=（13，17.4） 

愛知県境川水系 

境川･逢妻川[泉

田] 

知多市 信濃川流域=8 信濃川流域=（7，8） － 

阿久比町 阿久比川流域=11.1 阿久比川流域=(7，11.1) － 

東浦町 

五ヶ村川流域=13.9， 

明徳寺川流域=7， 

石ヶ瀬川流域=14.4 

明徳寺川流域=（8，7.1）， 

石ヶ瀬川流域=（12，11.5） 

愛知県境川水系 

境川･逢妻川[泉

田] 

南知多町 内海川流域=8.4 内海川流域=（6，8.4） － 

美浜町 稲早川流域=7.8 稲早川流域=（7，7.8） － 

武豊町 堀川流域=7 堀川流域=（7，6.1） － 
 

豊明市 
正戸川流域=5.6， 

皆瀬川流域=5.8 

正戸川流域=（7，5.6）， 

皆瀬川流域=（7，3.8） 

愛知県境川水系 

境川・逢妻川[泉

田] 

日進市 天白川流域=7.6 天白川流域=（6，7.6） － 

長久手市 香流川流域=9.3 香流川流域=（7，9.3） － 

東郷町 境川流域=12 境川流域=（7，12） － 

（略）     

知 多 地

域 

半田市 
阿久比川流域=16.2， 

神戸川流域=9 

阿久比川流域=（8，13.8）， 

神戸川流域=（8，7.5） 

－ 

常滑市 

稲早川流域=5.6， 

矢田川流域=11.9， 

前山川流域=8 

稲早川流域=（11，4.5）， 

矢田川流域=（7，8.2）， 

前山川流域=（7，8） 

－ 

東海市 大田川流域=10.8 大田川流域=（5，10.8） 

愛知県天白川水

系 天白川[天白

川] 

大府市 

五ヶ村川流域=7.2， 

鞍流瀬川流域=9.8， 

皆瀬川流域=8.1， 

石ヶ瀬川流域=6.4 

五ヶ村川流域=（8，7.2）， 

鞍流瀬川流域=（8，9.8）， 

皆瀬川流域=（8，8.1）， 

石ヶ瀬川流域=（8，6.4） 

境川流域=（13，17.4） 

愛知県境川水系 

境川･逢妻川[泉

田] 

知多市 信濃川流域=8 信濃川流域=（7，8） － 

阿久比町 阿久比川流域=11.1 阿久比川流域=(7，11.1) － 

東浦町 

五ヶ村川流域=13.9， 

明徳寺川流域=7.1， 

石ヶ瀬川流域=14.4 

明徳寺川流域=（8，7.1）， 

石ヶ瀬川流域=（12，11.5） 

愛知県境川水系 

境川･逢妻川[泉

田] 

南知多町 内海川流域=8.4 内海川流域=（6，8.4） － 

美浜町 稲早川流域=7.8 稲早川流域=（7，7.8） － 

武豊町 堀川流域=7 堀川流域=（7，6.1） － 

 第二節 水防に関連する予報・警報の伝達 第二節 水防に関連する予報・警報の伝達  

152 

 

１ 気象、高潮及び洪水に関する警報等伝達系統図 １ 気象、高潮及び洪水に関する警報等伝達系統図  
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（略） 

 

 

 

（略） 

 

 第七章 水防警報 第七章 水防警報  

 第三節 水防警報を発する基準 第三節 水防警報を発する基準  
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160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 水防警報の対象水位（潮位）観測所及び発表基準 

（1）国土交通大臣が水防警報を行う河川 

①降雨等による河川の洪水に関するもの 

河川

名 
観測所名 所在地 (位置) 

水防団待機

水位 

(通報水位) 

氾濫注意水

位 

(警戒水位) 

出動水位 計画高水位 

堤防高 

上：左岸 

下：右岸 

発表者 

(量水標管

理者) 

対象団体 

木

曽

川 

（略） 

起 
一宮市起 

（左岸34.3km付近） 
1.50 4.00 4.80 7.36 

9.10 

9.68 

木曽川上

流河川事

務所長 

愛知県尾

張水害予

防組合 

（略） 

（略） 

庄

内

川 

枇杷島 
清須市西枇杷島町小田井 

（右岸15.7km付近） 
4.60 5.60 6.30 9.08 

11.22 

11.35 庄内川河

川事務所

長 

名古屋市・

清須市・海

部地区水

防事務組

合 

志段味 
名古屋市守山区中志段味 

（左岸32.7km付近） 
3.40 4.60 5.20 7.50 

9.74 

9.45 

名古屋市・

瀬戸市・春

日井市 

（略） 

矢

作

川 

（略） 

岡崎 

岡崎市八帖町 

（左岸23.2km付近） 
4.90 5.80 7.50 10.72 

13.4 

12.4 

豊橋河川

事務所長 

岡崎市・西

尾市・安城

市 

（略） 

（略） 
 

１ 水防警報の対象水位（潮位）観測所及び発表基準 

（1）国土交通大臣が水防警報を行う河川 

①降雨等による河川の洪水に関するもの 

河川

名 
観測所名 所在地 (位置) 

水防団待機

水位 

(通報水位) 

氾濫注意水

位 

(警戒水位) 

出動水位 計画高水位 

堤防高 

上：左岸 

下：右岸 

発表者 

(量水標管

理者) 

対象団体 

木

曽

川 

（略） 

起 
一宮市起 

（左岸34.1km付近） 
1.50 4.00 4.80 7.36 

9.10 

9.68 

木曽川上

流河川事

務所長 

愛知県尾

張水害予

防組合 

（略） 

（略） 

庄

内

川 

志段味 
名古屋市守山区中志段味 

（左岸32.7km付近） 
3.40 4.60 5.20 7.50 

9.74 

9.45 

庄内川河

川事務所

長 

名古屋市・

瀬戸市・春

日井市 

枇杷島 
清須市西枇杷島町小田井 

（右岸15.7km付近） 
4.60 5.60 6.30 9.08 

11.22 

11.35 

名古屋市・

清須市・海

部地区水

防事務組

合 

（略） 

矢

作

川 

（略） 

岡崎 

岡崎市八帖北町 

（左岸23.2km付近） 
4.90 5.80 7.50 10.72 

13.4 

12.4 

豊橋河川

事務所長 

岡崎市・西

尾市・安城

市 

（略） 

（略） 
 

 

 第四節 水防警報伝達系統 第四節 水防警報伝達系統  

 

168 

２ 知事が水防警報を行う河川及び海岸 

(6) 八田川 

 

 

２ 知事が水防警報を行う河川及び海岸 

(6) 八田川 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

 第八章 洪水予報 第八章 洪水予報  

 第五節 洪水予報伝達系統 第五節 洪水予報伝達系統  

 

185 

 

 

 

 

 

 

 

２ 知事が指定した河川 

 (4)境川及び逢妻川 

 

２ 知事が指定した河川 

 (4)境川及び逢妻川 

 

 

 第九章 水位情報の周知 第九章 水位情報の周知  

 第三節 水位情報周知を行う水位観測所における基準水位 第三節 水位情報周知を行う水位観測所における基準水位  

194 １ 知事が指定した河川 

 (１) 基準観測所の基準水位 

河川名 観測所名 

基 準 水 位 （ ｍ ） 

発表者 
水防団 
待機 

（通報） 

氾濫注意

（警戒） 
出 動 避難判断 

氾濫危険 
（洪水特 
別警戒） 

八田川 
味美 

（右岸合流点か

ら 2.4km） 

3.90 4.50 4.70 5.20 5.55 
尾張建設

事務所長 
 

（略） 

内津川 
松本 

（左岸 4.760km
(1.10) (1.60) (2.00) 2.00 2.20 

１ 知事が指定した河川 

(１) 基準観測所の基準水位 

河川名 観測所名 

基 準 水 位 （ ｍ ） 

発表者 
水防団 
待機 

（通報） 

氾濫注意

（警戒） 
出 動 避難判断 

氾濫危険 
（洪水特 
別警戒） 

八田川 
味美 

（右岸合流点か

ら 2.40km） 

3.90 4.50 4.70 5.20 5.55 
尾張建設

事務所長 
 

（略） 

内津川 
松本 

（左岸 4.76km
(1.10) (1.60) (2.00) 2.00 2.20 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

付近） 

（略） 

山崎川 

瑞穂 

（右岸6.390km

付近） 

(2.20) (3.00) (3.50) 3.50 4.05 

大山川 

豊山 

（左岸1.980km

付近） 

(2.90) (3.80) (4.20) 4.20 4.70 

（略）  

福田川 

新居屋 

（左岸10.0km

付近） 

T.P. 

(-0.05) 

T.P. 

(0.30) 

T.P. 

(0.60) 

T.P. 

0.85 

T.P. 

1.10 

海部建設

事務所長 

（略） 

乙川 

大平 

（左岸7.750km

付近） 

(1.65) (2.35) (2.85) 3.10 3.70 
西三河建

設事務所

長 
広田川 

永良 

（右岸8.260km

付近） 

(2.20) (3.10) (3.80) 4.60 4.85 

（略） 

（略） 

付近） 

（略） 

山崎川 

瑞穂 

（右岸6.39km

付近） 

(2.20) (3.00) (3.50) 3.50 4.05 

大山川 

豊山 

（左岸1.98km

付近） 

(2.90) (3.80) (4.20) 4.20 4.70 

（略）  

福田川 

新居屋 

（左岸10.00km

付近） 

T.P. 

(-0.05) 

T.P. 

(0.30) 

T.P. 

(0.60) 

T.P. 

0.85 

T.P. 

1.10 

海部建設

事務所長 

（略） 

乙川 

大平 

（左岸7.75km

付近） 

(1.65) (2.35) (2.85) 3.10 3.70 
西三河建

設事務所

長 
広田川 

永良 

（右岸8.26km

付近） 

(2.20) (3.10) (3.80) 4.60 4.85 

（略） 

（略） 

 第十章 水防活動 第十章 水防活動  

 第一節 雨量・水位・潮位の監視と通報 第一節 雨量・水位・潮位の監視と通報  

219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 要領 

（略） 

(3)港務所の事務 

特に必要な場合、風向及び風速の概要並びに波高（潮位の動きの平

均値より波頭までの高さ）及び波頭より防潮堤上端（天端）までの余

裕を県水防本部、関係建設事務所及び関係機関に通報する。 

 

 

３ 愛知県水防テレメータシステム 

(1) （略） 

(2) 構成 

１ 要領 

（略） 

(3) 港務所の事務 

ア 愛知県テレメータシステム等により管内の降雨情報、潮位の状況

を監視する。 

イ 「異常気象時における海岸保全施設及び港湾施設等の緊急警戒活

動要綱」に基づく巡視・点検を行い、港湾課に報告する。 

 

３ 愛知県水防テレメータシステム 

(1) （略） 

(2) 構成 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

 

 

221 

  

 

 

 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 危機管理型水位計 

(1) 概要 

（略） 

〔水位計 181 基〕（令和６年４月１日現在） 

 

(2) 水位計一覧 

No. 所管 市町村 水系名 河川名 設置箇所 

（略） 
165 

 
豊川市 豊川 善光寺川 善光寺橋 

 （追加） 
166 佐奈川 帯川 新町橋 
167 佐奈川 荒古橋 
 （追加） 
168 音羽川 白川  市田橋 
169 都橋 
170 音羽川 森橋歩道橋 
171 西古瀬川 筋違橋 
 （追加） 
172 御津川 御津川 山下橋 
173 蒲郡市 西田川  西田川  昭和橋 
174 記念橋 
175 落合川 落合川 大坪橋 

７ 危機管理型水位計 

(1) 概要 

（略） 

〔水位計 184 基〕（令和７年４月１日現在） 

 

(2) 水位計一覧 

No. 所管 市町村 水系名 河川名 設置箇所 

（略） 
165 

 
豊川市 豊川 善光寺川 善光寺橋 

166 万石橋 
167 佐奈川 帯川 新町橋 
168 佐奈川 荒古橋 
169 佐奈橋 
170 音羽川 白川  市田橋 
171 都橋 
172 音羽川 森橋歩道橋 
173 西古瀬川 筋違橋 
174 裏大橋 
175 御津川 御津川 山下橋 
176 蒲郡市 西田川  西田川  昭和橋 
177 記念橋 
178 落合川 落合川 大坪橋 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

176 拾石川 拾石川 拾石橋 
177 田原市 汐川 汐川 西野橋 
178 清谷川 滝頭橋 
179 蜆川 蜆川 太神橋 
180 池尻川 池尻川 吹出橋 
181 免々田川 免々田川 天神橋 
 

  

179 拾石川 拾石川 拾石橋 
180 田原市 汐川 汐川 西野橋 
181 清谷川 滝頭橋 
182 蜆川 蜆川 太神橋 
183 池尻川 池尻川 吹出橋 
184 免々田川 免々田川 天神橋 
 

 

 

 

278 

第四節 水こう門・防潮扉・排水ポンプ場・ダム・ため池等の操作 

（略） 

（17）地蔵川排水機場 操作規則（抜粋） 

（略） 

（庄内川運転調整の実施） 

第８条 所長は、第４条及び第６条の規定にかかわらず、庄内川排水ポ

ンプ場運転調整要綱（平成 13 年６月１日施行、平成 26 年６月１日最終

改定。以下「要綱」という。）に基づき、次の各号に定めるところによ

り排水ポンプの運転調整を行うものとする。 

（略） 

五 排水ポンプの運転調整は、要綱第７条で定める基準水位（枇杷島橋

水位観測所 T.P.プラス 8.00 メートル）を上回るまでにポンプが全台停止

となるように、すみやかに停止操作を行うものとする。 

（略） 

（運転調整の解除） 

第９条 所長は、次の各号に定めるところにより運転調整を解除するも

のとする。 

一 要綱第７条で定める基準水位（枇杷島橋水位観測所 T.P.プラス 8.00

メートル）を下回ったとき。 

 

第四節 水こう門・防潮扉・排水ポンプ場・ダム・ため池等の操作 

（略） 

（17）地蔵川排水機場 操作規則（抜粋） 

（略） 

（庄内川運転調整の実施） 

第８条 所長は、第 4条及び第 6 条の規定にかかわらず、庄内川排水ポ

ンプ場運転調整要綱（平成 13 年 6 月 1 日施行、令和 7年 6月 1日最終改

定。以下「要綱」という。）に基づき、次の各号に定めるところにより

排水ポンプの運転調整を行うものとする。 

（略） 

五 排水ポンプの運転調整は、要綱第 7 条で定める基準水位（枇杷島水

位観測所 T.P. プラス 9.10 メートル）を上回るまでにポンプが全台停止

となるように、すみやかに停止操作を行うものとする。 

（略） 

（運転調整の解除） 

第９条 所長は、次の各号に定めるところにより運転調整を解除するも

のとする。 

一 要綱第 7条で定める基準水位（枇杷島水位観測所 T.P. プラス 9.10

メートル）を下回ったとき。 

 

 

305 第十一節 水防報告と水防記録 

１ 水防管理者 

水防管理者は、（追加）水防が終結したときは３日以内に次の事項を

取りまとめて、様式１、様式２により管轄の県建設事務所長に報告す

第十一節 水防報告と水防記録 

１ 水防管理者 

水防管理者は、県水防本部からの指示があった場合、水防が終結した

ときから３日以内に次の事項を取りまとめて、様式１、様式２により管
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

る。（法第４７条） 轄の県建設事務所長に報告する。（法第４７条） 

 第十一章 他の機関等の協力応援 第十一章 他の機関等の協力応援  

314 第五節 河川管理者の備蓄資器材 第五節 河川管理者の備蓄資器材  

  (1)国土交通大臣 

備蓄施設の名

称 
所在 資器材の種別備蓄数量 備考 

矢作川森町地

区河川防災ス

テーション 

豊田市森町

一丁目90番

地 

土砂 1500 ㎥、根固ブロック

366個、木杭、ロープ類、土の

う袋、鉄線、ビニールシート等 

ヘリポー

トあり 

愛西市八開水

防センター 

愛西市給父

北部13番地 

土砂 47500m3、根固ブロック約

604個 

ヘリポー

トあり 

庄内川清須地

区河川防災ス

テーション 

清須市西枇

杷島町南松

原地先 

土砂 3000 ㎥、テトラポッド約

1000 個、木杭約 110 本、土の

う袋約1700 枚、オイルマット

約250枚等 

ヘリポー

トあり 

矢作川志貴野

地区河川防災

ステーション 

西尾市志貴

野町地内 

土砂 2000 ㎥、根固ブロック

1350 個、石材 2200 ㎥、鋼矢板

494枚、木杭、ロープ類、土の

う袋等 

ヘリポー

トあり 

 

 

(1)国土交通大臣 

備蓄施設の名

称 
所在 資器材の種別備蓄数量 備考 

矢作川森町地

区河川防災ス

テーション 

豊田市森町

一丁目90番

地 

土砂 1500 ㎥、根固ブロック30

個、木杭、ロープ類、土のう袋、

鉄線、ビニールシート等 

ヘリポー

トあり 

木曽川高畑地

区河川防災ス

テーション 

愛西市給父

北部13番地 

土砂 47000m3、根固ブロック約

604個 

ヘリポー

トあり 

庄内川清須地

区河川防災ス

テーション 

清須市西枇

杷島町南松

原地先 

土砂 3000 ㎥、テトラポッド約

1000 個、木杭約 110 本、土の

う袋約1700 枚、オイルマット

約250枚等 

ヘリポー

トあり 

矢作川志貴野

地区河川防災

ステーション 

西尾市志貴

野町地内 

（削除）根固ブロック1350個、

石材 2200 ㎥、（削除）木杭、

ロープ類、土のう袋等 

ヘリポー

トあり 

 

 

 第十二章 排水機の運転調整 第十二章 排水機の運転調整  

 第二節 各河川における排水機の運転調整に係る要綱等 第二節 各河川における排水機の運転調整に係る要綱等  

 

 

315 

 

 

１ 庄内川排水ポンプ場運転調整要綱 

（略） 

（基準地点及び水位観測所） 

第６条 運転調整を行う基準地点は枇杷島橋水位観測所（14.4kp）とする。

（追加） 

 （基準水位） 

１ 庄内川排水ポンプ場運転調整要綱 

（略） 

（基準地点及び水位観測所） 

第６条 運転調整を行う基準地点はJR在来線上流（14.23kp）とする。水位

観測所は、枇杷島水位観測所（15.7kp）とする。 

 （基準水位） 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

第７条 運転調整は庄内川において水位がHWLを越える恐れがある時また 

は枇杷島橋地点において越水又は破堤の恐れがある時（河川管理施設等

構造令での最低基準の余裕高を確保した水位を上回る時）に行うものと

し、基準水位は、枇杷島橋水位観測所にてＴ.Ｐ.８．００ｍとする。 

（略） 

第１３条  本要綱は平成１３年６月１日から施行する。 

平成１４年６月１日、第６条改定。 

 平成１７年６月１日、第２条、第６条、第７条、第１２条改定。 

 平成２６年６月１日、第２条、第６条、第７条改定。 

 令和５年６月１日、第４条にかかる運転調整対象ポンプ場の追加 

 （追加） 

 

第７条 運転調整は庄内川において水位がHWLを越える恐れがある時また 

は枇杷島橋地点において越水又は破堤の恐れがある時（河川管理施設等

構造令での最低基準の余裕高を確保した水位を上回る時）に行うものと

し、基準水位は、枇杷島水位観測所にてＴ.Ｐ.９．１０ｍとする。 

（略） 

第１３条  本要綱は平成１３年６月１日から施行する。 

 平成１４年６月１日、第６条改定。 

 平成１７年６月１日、第２条、第６条、第７条、第１２条改定。 

 平成２６年６月１日、第２条、第６条、第７条改定。 

 令和５年６月１日、第４条にかかる運転調整対象ポンプ場の追加。 

 令和７年６月１日、第６条、第７条改定。 

 

 

 

324 

２ 新川流域排水調整要綱 

（略） 

（別表第二：第五条第二項関係）各単位流域の排水機一覧 

 

（略） 

 

２ 新川流域排水調整要綱 

（略） 

（別表第二：第五条第二項関係）各単位流域の排水機一覧 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

新川流域の流域別排水調整の通知・伝達系統図 新川流域の流域別排水調整の通知・伝達系統図  
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342 
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347 

 

 

360 

 

363 

 

367 

 

368 

 

３ 日光川流域排水調整要綱 

（略） 

 （追加） 

 

 

名古屋市長 河 村 たかし 
 

名古屋市長 河 村 たかし 
 

名古屋市長 河 村 たかし 
 
名古屋市長 河 村 たかし 

３ 日光川流域排水調整要綱 

（略） 

附 則 

この要綱は令和７年４月１日から施行する。 

 

名古屋市長 広 沢 一 郎 
 

名古屋市長 広 沢 一 郎 
 

名古屋市長 広 沢 一 郎 
 

名古屋市長 広 沢 一 郎 

 第十三章 その他 第十三章 その他  

404 (追加) 第三節 水防協力団体 
１ 水防協力団体の指定、監督、情報の提供 

水防管理団体は、２に規定する業務を適正かつ確実に行うことができ

ると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定

める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができ

る。また、水防管理団体は水防協力団体が適正かつ確実な実施を確保す

るため水防計画に位置付けるとともに、その業務について報告させるこ

とができる。なお、国、都道府県及び水防管理団体は水防協力団体に対

し、その業務の実施に関し必要な情報提供、指導若しくは助言をするも

のとする。 
 

２ 水防協力団体の業務 
（1）水防上必要な監視、警戒その他の水防活動の協力 
（2）水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供 
（3）水防に関する情報又は資料の収集、提供 
（4）水防に関する調査研究 
（5）水防に関する知識の普及、啓発 

水防協力団

体の参画を

検討してい

る企業があ

るため 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

（6）前各号に附帯する業務 
 
３ 水防協力団体と水防団等の連携 

水防協力団体は、水防団との密接な連携の下に前項の業務を行わなけ

ればならない。また、水防協力団体は、毎年水防団及び消防機関が行う

水防訓練に参加するものとする。 
津波災害警戒区域に係わる水防協力団体は、津波防災地域づくりに関

する法律に規定された津波避難訓練に参加する。（法第３２条の３） 
 

４ 水防協力団体の申請・指定及び運用 
水防管理団体は、資料１を参考として水防協力団体指定要領を作成

し、水防協力団体の申請があった場合は、指定要領を参考として指定す

ることとする。また指定の際は、合わせて水防協力団体の名称、住所及

び事務所の所在地を公示しなければならない。 
水防協力団体の業務の運用にあたっては、業務が適正かつ確実に行わ

れるように、資料５に示す活動実施要領の内容を水防管理団体の水防計

画に規定する。 
 

資料１ 水防協力団体指定要領（例） 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

 
 
資料２ 水防協力団体指定申請書様式（例） 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

 
資料３ 水防協力団体協力活動業務計画書（例） 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

 
資料４ 水防協力団体認定書様式（例） 

 
 
資料５ 水防協力団体との水防協働活動実施要領（例） 

 
 
資料６ 水防協力団体協力活動報告書様式（例） 
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頁 変更前（2024 年度）   変更後（2025 年度） 備考 

 
 

  


